
塩谷町告示第 25号 

 

塩谷町福祉タクシー事業実施要綱の一部を改正する要綱をここに公布する。 

 

令和６年２月 22日 

 

塩谷町長 見形 和久   
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塩谷町福祉タクシー事業実施要綱の一部を改正する要綱 

令和６年２月22日 

要綱第３号 

塩谷町福祉タクシー事業実施要綱(平成7年塩谷町要綱第1号)の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。  
改正前 改正後 

(利用券の交付) (利用券の交付) 

第6条 町長は、利用券を第3条第1号、第2号及び第3号に規定する利用者

1人に対し、1ヵ月6枚の割合で年間72枚を限度として交付するものとす

る。 

第6条 町長は、利用券を第3条第1号、第2号及び第3号に規定する利用者

1人に対し、1ヵ月8枚の割合で年間96枚を限度として交付するものとす

る。 

2 （略） 2 （略） 

(利用方法) (利用方法) 

第7条 利用者は、福祉タクシーを利用する場合には手帳又は利用者証を

提示し、乗車1回につき利用券6枚を限度として運転手に渡すものとす

る。 

第7条 利用者は、福祉タクシーを利用する場合には手帳又は利用者証を

提示し、乗車1回につき利用券8枚を限度として運転手に渡すものとす

る。 

2・3 （略） 2・3 （略） 

別記様式第1号(第4条関係) 別記様式第1号(第4条関係) 

（略） （略） 
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附 則 

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。 

 



別記様式第 1 号（第 4 条関係） 

（表） 

発行番号第    号 

塩谷町 

福祉タクシー利用券 ￥７００ 

 

１．  利用券の使用は、乗車１回につき８枚までです。 

２．利用券は１枚７００円です。 

３．利用券は、下記の協定業者のタクシー等以外は利用できません。 

４．本券は換金または他人へ譲渡するなど不正に使用することはできません。 

有効期限    年  月  日まで 

塩谷町長        印 

協定業者（塩谷町福祉タクシー事業実施要綱第 2 条の規定による協定業者） 

（裏） 

≪運転手の方へ≫ 

１．本券は、在宅で重度の障害のある方等がタクシー等を利用したときにその

料金の一部を助成するものです。乗降の際のご協力をお願いします。 

２．利用券は１枚につき７００円で計算してください。 

３．利用券は、会社（協定締結事業者）を通じて請求してください。 

 
会社名  

 

運転手名  

乗車年月日 年   月   日 

【問い合せ先】塩谷町役場保健福祉課 電話 0287（47）5173 

 


